
公益財団法人新潟市開発公社スポーツ教室会員登録及び受講規約

新 旧

第 1条～第 9条 (略)

第 10 条 開催および日程

1. スポーツ教室の受講申込時または受講決定後、会員に日程表を配布し

ます。日程表をよくご確認ください。

2. 講師の病気・けが・台風・地震などの自然災害や不測かつ突発的な事

故のため休講する場合があります。その場合は代替日（別の日に開催、

もしくは教室時間の延長）を設けることとし、原則として受講料の返

金はいたしませんのでご了承ください。

3. 新型コロナウイルス感染症等の拡大防止のため、新潟市から休館要請・

利用自粛指示があった場合、急遽開催を中止させていただくことがご

ざいます。その場合、受講料は、手数料を差し引いた額で返金させて

いただきます。（代替日での開催はいたしません）

4. 上記以外の理由でも、休講もしくは予定の教室内容の一部変更、また

は代理の講師で実施することがあります。

5. いずれの休講の場合も交通費はお支払いいたしません。

第 11 条 受講料について

1. 納入された受講料は主催者として公社に瑕疵・過失がある事由以外に

ついては、返金いたしませんのでご了承ください。

2. 事前支払は、開催施設の支払い受付期間内で対応します。（一部施設で

は受け付けておりません）

3. 事前支払者で教室初回までにキャンセルされた場合は、全額返金いた

します。それ以外については、返金いたしかねますのでご了承くださ

い。
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第 12 条 受講に際してのお願いと注意

1. 講師や他の受講者に著しく迷惑をかける行為があった場合は受講をお

断りすることがあります。

2. 教室の録音、録画、写真撮影はお断りします。

3. 特定の教室以外は、お子様連れの受講はお断りします。

4. 貴重品には十分ご注意ください。盗難などの物的事故については、当

公社は一切損害賠償の責任を負いません。

5. 講師の病気・けが、台風・地震などの自然災害や不測かつ突発的な事

故のため休講する場合があります。その場合、原則ホームページ及び

LINE でのみ通知いたします。受講前に必ず確認してご受講ください。

LINE の「友だち追加」はこちらから→    『@464bsjyv』で検索

6. 次頁「健康管理上の注意事項」をよく読み、体調管理に十分ご留意の

うえ教室にご参加ください。必要に応じて医師の健康診断を受診され

たうえでお申込みいただくことをお勧めします。また、受講中に発生

した急病、傷害については可能な限りの応急処置と加入保険（施設賠

償保険）の範囲内での対応をいたしますが、お客様自身の過失又は既

往症に起因する事故、疾病等については、主催者である公社は一切の

責任を負いません。
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